
淀川水系流域委員会 第59回委員会（2007.9.5開催）結果報告 2007.9.10 庶務発信 

開催日時 

場  所 

参加者数 

2007年 9月5日（水）13：30～17：00 

大阪会館 １Ｆ Ａ＋Ｂ＋Ｃホール 

委員12名、河川管理者（指定席）21名、一般傍聴者（マスコミ含む）234名 

１．決定事項 

・次回の第60回委員会(9/10)では、河川管理者から「環境」についての説明を受け、審議する。 

・委員と一般傍聴者は、河川管理者の説明に対する質問があれば、9/12までに庶務に提出する。質問については、第

61回委員会(9/19)にて、河川管理者に説明してもらう。 

・｢淀川水系の現状と課題｣についての質問や意見については、今後、各項目の中で河川管理者が説明してもらう。

２．報告：庶務より、第58回委員会(07.8.29)以降の会議開催経過について報告がなされた。 

３．審議の概要 

①前回委員会での淀川水系の現状と課題に対する質問・意見について 

委員より、審議資料1-1｢淀川水系の現状と課題についての委員からの質問･意見｣について説明がなされた。主な

説明は以下のとおり（例示）。 

・地元の要望と流域全体の利益の整合性をどうとるか。基本的に地元市町村は河川管理に関わっておらず、治水安全

度が上がれば宅地開発が進んでしまうというジレンマがある。水系全体の総合治水を考えていく必要がある。 

・原案は直轄区間に限定されすぎている。府県管理区間にある多数の堰やダムをどう考えるのか、記述が欲しい。ま

た、環境基準については｢概ね満たされている｣としているが、環境基準そのものを見直しかいかないといけない。

・超過洪水対策としてスーパー堤防しかあげられていない。完成までには数百年かかると思われるが、この間をど

うするのか。渇水時の水融通や農業用水については、時期が来れば、回答をお願いしたい。 

・原案では｢検討結果が出た時点で整備計画の変更を行う｣としているが、基礎案から考え方が変わったのか。 

・基礎案では、さまざまな施策の実施や検討が盛り込まれている。Plan･Do･Check･Actionが淀川水系の河川整備の

基本だと思っているが、河川管理者は、これを踏まえて基礎案から現状がどのように変化したのかを説明した上

で、原案の｢淀川水系の現状と課題｣を示すべきではなかったか（委員長）。 

・河川管理者には、原案の重要な争点に絞った資料作成と説明をお願いしたい。 

②治水・防災（淀川・宇治川、木津川、桂川）に関する基本的な考え方について 

 河川管理者より、審議資料２｢淀川･宇治川･木津川･桂川における治水対策の考え方について｣を用いて説明がな

された後、意見交換がなされた。主な意見は以下の通り(例示)。 

・淀川、宇治川、木津川、桂川の河川整備や川上ダム、大戸川ダムについての説明が終わったということだが、河

川管理者の説明に納得できた委員も傍聴者もいない。非常に重要なテーマなので、河川管理者には「ここまで説

明してもわからないのか」というくらいまで説明して欲しい（委員長）。 

→内容については補足しないといけない部分もある。基礎案と違っている部分について説明したつもりだが十

分ではないということなので、委員から頂く質問とあわせて再度補足説明をしたい（河川管理者）。 

・基礎案では｢計画規模に対する対策｣については書かれていない。また、超過洪水についてはスーパー堤防しか記

載されていない。基本方針小委員会では、超過洪水についてどのような議論がなされたのか。 

→河川整備をしていない状態で洪水が来ると上流で溢れる。上流の整備をすると超過洪水の時に下流に負荷が

くるが、このような時はもともと溢れる場所で溢れるのが基本だろうという議論をしていた(河川管理者)。

→ソフト対策には、情報（教育）とマネジメントがある。原案におけるソフト対策は、前者の意味で使われて

いるが、どのように淀川水系をマネジメントするのかという視点で原案を書いて欲しい。原案は、戦後 大

の戦後 大洪水で被害を出さないようにするという視点でテクニカルに書かれているが、異常な降雨が発生

している現状では、超過洪水対策としてスーパー堤防しか書かれていないのは、地域にとって大変不安だ。

・河川整備計画は30年間で完結するものではない。その先の目標が必要だ。大戸川ダムや川上ダムにしても30年先

にどうするのか。国や府県として、30年先の計画をどうするのか。 悪のシナリオ（超過洪水対策）について検

討すれば、整備の優先順位も見えてくるだろう。 

・原案に書かれている「計画規模洪水」や「戦後 大洪水」について説明をお願いしたい。 

 →流下能力が不足している地域があるので河道を改修して、少なくとも戦後 大が流れるようにする。この状態で、

計画規模の洪水が流れるときに下流枚方地点で計画高水位より下回るよう上流で対策をとる(河川管理者)。 

・P18 ２行目｢上流の築堤や掘削等の河川改修に伴う下流有堤区間における人為的な流量増による堤防の決壊は極

力回避する｣は、どういう洪水を対象に考えているのか（委員長）。 

  →計画規模洪水でいろいろなパターンを考えて、下流の流量増が起こらないようにする（河川管理者）。 

  →そもそも下流の有堤区間は下手をすると破堤するから、P18 ２行目の記述があるのだと思うが、そうであれ

ば、計画規模洪水だけのチェックでよいのか（委員長）。 

→国としての超過洪水対策に対する基本姿勢が必要だが、現状では、スーパー堤防しか見えない。例えば、水

 1



 2

害が起きても床上浸水が発生しないようにするといった基準や越流を前提にした堤防の補強が必要だ。 

  →超過洪水が来れば桂川等の中流部では越水が続く状況になり、淀川下流では計画高水位を越えて水位があが

る。その時に下流が破堤しないようにどう判断するかということになるだろう（河川管理者）。 

→そういった時間的な状況も含めた説明が欲しい。流域全体を考えれば、巨椋池を元に戻すこともあり得ない

ことでない。原案には優先順位を考えて被害が大きなところから抑えるという視点がないことが問題だ。 

→基礎案では破堤による被害の軽減に取り組むというのが骨太の方針だったが、これが原案で全くないのはな

ぜか。「戦後 大洪水を流して駄目なところはダムでカットする」という説明になっている（委員長）。 

・魚類にとっては氾濫した方がよい。氾濫源を補償するといった政策を検討できないか。 

  →淀川での氾濫源は人家が密集しているところになる。これについては少なくとも戦後 大まで整備をしてい

こうということだ。少しでも安全度を上げたいという思いがある（河川管理者）。 

・委員会は、いかなる洪水でも壊滅的な被害を軽減させるために超過洪水を想定し越水対策をしないといけないと

いうことを強く述べてきた。しかし原案には、浸透対策と洗堀対策しか書かれていない。「上下流バランス」と

はたんなる水量のバランスではないか。きちんと説明して欲しい。 

・河川管理者は、代替案を検討してきたのか。今後も流域委員会とともに代替案を検討していくつもりなのか。 

  →委員会、住民、自治体の意見を聴きながら原案を向上させていくという姿勢は変わっていない。代替案につ

いては説明をする（河川管理者）。 

・一定の外力を想定して越水させないことを前提にしているという論理だが、これは現在の堤防では越水すれば破

堤が予想されるからだろう。河川管理者は、越水するだけで破堤しない場合の被害総定額を検討しているのか。

  →現時点では全ての計算が終わっているわけではない。必要であれば出したい（河川管理者）。 

・治水安全度を高めるためには住民の協力が必要だ。河川整備計画はそこまで押さえておく必要がある。全て地域

で同じ治水安全度にするのは無理な話だ。公正公平を国としてどう考えるかを示して欲しい。 

４．一般傍聴者からの意見聴取：９名から発言がなされた。主な意見は以下の通り（例示）。 

・天ヶ瀬ダム再開発の河川改修工事によって宇治川の景観と環境が破壊されているので修復を図る必要がある。ま

た、締切堤、導水管と亀石遊歩道の撤去について検討して欲しい。塔の島の流下能力は、治水と景観問題の交差

点と考えられる1200m3/sで検討してほしい。 

・原案の内容は「1/200対象洪水」を「戦後 大洪水」に置き換えただけだ。結果としては、減災ではなく増災に

つながってしまうのではないか。河川管理者には、500回以上の会議で練り上げられた委員会と河川管理者の共

通の思いを精読し、重く受け止め、河川法や委員会の規約に基づいて原案に反映して欲しい。委員会には、原案

がこれまでの委員会の審議に沿ったものかどうかについて審議して頂きたい（参考資料１ No781）。 

・河川管理者は、全国で同じような方針で整備を進めている。「公共工事３％削減」を押しのけたいと思っている

ようだ。官僚が体制を維持しようとしている現れだ。まずは基本方針の撤回を求めるべきだ。 

・河川管理者の説明はわかりにくかったが、淀川下流の流下能力を上げ、差し引きで川上ダムと大戸川ダムが必要

という論理だろう。審議資料２では、川上ダムの整備によって岩倉地点で200m3/s下がり、枚方地点で400m3/s下

がるということだが、数十キロ離れた地点での貯留効果はほとんどゼロに近いはずだ。これは、数値等をきちん

と検討せずに作った資料だ。河川管理者は効率性を重視して急ぎ過ぎている。確実性を重視して審議すべきだ。

・治水安全度が高まれば宅地開発が進んでしまう。同じことを繰り返すのではなく精査した上で議論して欲しい。

・委員の辞任と補充については、委員会が決めて河川管理者が任命する。河川管理者に提案権はない。流量にどれ

だけ信頼性があるのか、数値的な検討が必要。河川管理者は曖昧な計算で導き出されたＨＷＬをもとに事業をし

ようとしている。数値をチェックするためのバックデータを示してもらいたい。委員会はいかなる洪水に対して

も壊滅的な被害を避けるということで計画高水を議論しなかったが、原案では「戦後 大洪水」が突如として出

てきた。この変化についても審議をして欲しい。 

・上下流のバランスという名の下に、下流の堤防対策が浸透対策等の堤防補強とスーパー堤防しかない。現実的に

はスーパー堤防はできない。流域対応はどうなったのか。原案はたんなる数合わせだ。基本高水をクリアすれば

治水対策は完結するのか。整備計画では、越水対策（堤防補強）を真剣に検討すべきだ。 

・淀川左岸線としてトンネルが計画されているが、河川管理者として容認されるものなのか。震災の際には河口は

ボロボロだったが、大丈夫なのか。議論して欲しい。 

・河川管理者の説明では、浸水を想定する際の数値は昭和28年13号、琵琶湖の治水対策は明治29年洪水、流下能力

の計算は昭和47年20号の1.53倍、大戸川ダムが整備された場合は昭和28年13号の1.18倍を対象に計算されてい

る。なぜ分けて検討するのか。また、ハイブリット堤防についてはどうなっているのか、説明して欲しい。 

以上

※結果報告は主な決定事項等の会議結果を迅速にお知らせするために庶務から発信させていただくものです。詳細な

議事内容については、後日公開される議事録をご参照下さい。 


